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第
八
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蔡
確

第
三
節

王
温
舒

岩
村
藩
刊
本
の
第
三
十
丁
表
第
四
行
か
ら
同
丁
裏
第
二
行
ま
で
を
第
三

節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
『
歴
代
臣
鑑
』
巻
三
十
、
悪
可
為
戒
、
漢
、
王

温
舒
の
写
し
で
あ
る
。
出
典
は
『
史
記
』
巻
一
二
二
、
酷
吏
列
伝
、
及
び

『
漢
書
』
巻
九
十
、
酷
吏
伝
で
あ
る
。
和
訳
に
当
た
っ
て
は
、
青
木
五
郎

『
史
記
』
十
三
（
前
掲
）、
小
竹
武
夫
訳
『
漢
書
』
下
巻
（
筑
摩
書
房
、
昭

和
五
十
四
年
）
を
参
考
に
し
た
。

【和
訳
】

王
温
舒
は
、
若
い
時
、
人
を
打
ち
殺
し
て
埋
め
る
と
い
う
悪
事
を
行
っ

た
。
後
、
昇
進
し
て
河
内
郡
（
治
所
は
現
在
の
河
南
省
武
陟
県
の
西
南
。）

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
十
二
）

一
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七
二
)



の
太
守
と
な
っ
た
。
郡
内
の
強
暴
で
悪
賢
い
者
を
捕
え
、
千
餘
家
が
連
坐

し
た
。
大
罪
の
者
は
一
族
皆
殺
し
に
至
り
、
小
罪
の
者
で
も
死
刑
と
さ
れ

た
。
皇
帝
の
許
可
を
得
て
判
決
が
下
さ
れ
、
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
と
、
十

餘
里
に
渡
っ
て
血
が
流
れ
る
に
至
っ
た
。
罪
人
の
う
ち
、
ど
う
し
て
も
捕

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
隣
郡
へ
行
っ
て
追
求
し
た
。
春
に
な
っ
て
、

温
舒
は
、
足
を
踏
ん
で
、「
あ
あ
、
冬
月
が
も
う
一
か
月
長
け
れ
ば
、
全

員
を
処
刑
で
き
る
の
に
。」
と
言
っ
た
（
死
刑
は
冬
月
の
間
に
行
わ
れ
る

定
め
で
あ
っ
た
。）。
彼
が
殺
人
を
好
み
、
威
力
を
ふ
る
い
、
人
を
愛
さ
な

い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

中
尉
（
京
師
を
巡
察
し
、
盗
賊
を
禁
防
す
る
こ
と
を
掌
る
。）
に
昇
進

し
た
。
そ
の
治
め
方
は
、
河
内
太
守
の
時
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
勢
力
が
あ

る
者
に
は
う
ま
く
へ
つ
ら
い
、
も
し
勢
力
が
な
い
者
で
あ
れ
ば
、
奴
僕
の

よ
う
に
扱
っ
た
。
勢
力
が
あ
る
家
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
山
の
よ
う
に
悪

事
を
行
っ
て
も
、
何
の
罰
も
与
え
な
か
っ
た
。
彼
の
爪
牙
と
な
っ
て
働
く

官
吏
は
、
虎
が
衣
冠
を
着
け
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
数
年
経
つ

と
、
そ
れ
ら
の
官
吏
の
多
く
が
、
権
力
者
や
貴
人
の
お
か
げ
で
金
持
ち
に

な
っ
た
。
大
宛
国
を
伐
つ
た
め
に
軍
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
太

初
元
年
（
前
一
〇
四
）
八
月
）。
武
帝
が
詔
し
て
、
有
力
な
官
吏
を
徴
召

し
た
。
温
舒
は
部
下
の
官
吏
で
あ
る
華
成
と
い
う
者
を
匿
っ
た
。
あ
る
人

が
、
温
舒
が
員
騎
（
正
員
で
あ
る
騎
士
）
の
銭
を
受
け
取
っ
た
こ
と
、
及

び
他
に
も
不
当
な
利
益
を
得
た
こ
と
を
告
発
す
る
に
及
ん
で
、
温
舒
の
罪

は
一
族
皆
殺
し
に
至
っ
た
。
温
舒
は
自
殺
し
た
。

【原
文
】

王
温
舒
、
少
時
椎
（「
椎
」
は
も
と
「
推
」
に
作
る
。『
史
記
』
巻
一
二

二
、『
漢
書
』
巻
九
十
、『
歴
代
臣
鑑
』
巻
三
十
、『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻

二
に
従
っ
て
改
め
た
。）
埋
為
姦
。
累
遷
河
内
太
守
。
捕
郡
中
豪
猾
、
相

連
坐
千
餘
家
。
大
者
至
族
、
小
者
乃
死
。
論
報
、
至
血
流
十
餘
里
。
其
頗

不
得
者
、
往
旁
郡
追
求
之
。
会
春
、
温
舒
頓
足
曰
、
嗟
乎
、
令
冬
月
益
展

一
月
、
足
吾
事
矣
。
其
好
殺
行
威
、
不
愛
（「
愛
」
は
も
と
「
憂
」
に
作

る
。『
史
記
』『
漢
書
』『
歴
代
臣
鑑
』『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
に
従
っ
て
改
め

た
。）
人
如
此
。
遷
為
中
尉
。
其
治
復
放
河
内
。
善
謟
事
有
勢
者
。
即
無

勢
者
、
視
之
如
奴
。
有
勢
家
、
雖
有
姦
如
山
弗
犯
。
爪
牙
吏
、
虎
而
冠
。

数
歳
、
其
吏
多
以
権
貴
富
。
会
宛
軍
発
。
詔
徴
豪
吏
。
温
舒
匿
其
吏
華
成
。

及
有
人
告
温
舒
受
員
騎
銭
、
及
他
姦
利
事
、
罪
至
族
。
乃
自
殺
。（
以
上
、

第
三
十
丁
表
第
四
行
か
ら
同
丁
裏
第
二
行
。）

【訓
読
】

王
温
舒
は
、
少わ

か

き
時
、
椎
埋
し
て
姦
を
為
す
。
河
内
太
守
に
累
遷
す
。

郡
中
の
豪
猾
を
捕
え
、
相
い
連
坐
す
る
も
の
千
餘
家
。
大
な
る
者
は
族
に

関
法

第
七
二
巻
二
号

二

(五
七
一
)



至
り
、
小
な
る
者
は
乃
ち
死
と
す
。
論
報
す
る
に
、
血
十
餘
里
に
流
る
る

に
至
る
。
其
の
頗
る
得
ざ
る
者
は
、
旁
郡
に
往
き
、
之
れ
を
追
求
す
。
春

に
会
い
、
温
舒
、
頓
足
し
て
曰
く
、
嗟
乎
、
冬
月
を
し
て
一
月
を
益
し
展

べ
し
め
ば
、
吾
が
事
を
足
ら
さ
ん
、
と
。
其
の
殺
を
好
み
、
威
を
行
い
、

人
を
愛
せ
ざ
る
こ
と
此
く
の
如
し
。
遷
り
て
中
尉
と
為
る
。
其
の
治
、
復

た
河
内
に
放な

ら

う
。
善
く
勢
有
る
者
に
謟
事
す
。
即も

し
勢
無
き
者
な
れ
ば
、

之
れ
を
視
る
こ
と
奴
の
如
し
。
勢
有
る
家
は
、
姦
有
る
こ
と
山
の
如
し
と

雖
も
犯
さ
ず
。
爪
牙
の
吏
、
虎
に
し
て
冠
す
。
数
歳
に
し
て
、
其
の
吏
多

く
権
貴
を
以
て
富
む
。
宛
軍
の
発
す
る
に
会
う
。
詔
し
て
豪
吏
を
徴
す
。

温
舒
、
其
の
吏
華
成
を
匿
す
。
人
有
り
、
温
舒
、
員
騎
の
銭
を
受
く
る
、

及
び
他
の
姦
利
の
事
を
告
す
る
に
及
び
、
罪
、
族
に
至
る
。
乃
ち
自
殺
す
。

『漢
書
』
巻
十
九
下
、
百
官
公
卿
表
に
拠
れ
ば
、
王
温
舒
は
、
元
狩
四

年
（
前
一
一
九
）
に
河
内
太
守
か
ら
中
尉
と
な
り
、
元
鼎
三
年
（
前
一
一

四
）
に
中
尉
か
ら
廷
尉
と
な
り
、
翌
四
年
（
前
一
一
三
）、
再
び
中
尉
に

任
じ
ら
れ
た
。
元
封
六
年
（
前
一
〇
五
）、
右
輔
都
尉
と
し
て
中
尉
を
兼

任
し
た
。『
史
記
』
酷
吏
列
伝
及
び
『
漢
書
』
酷
吏
伝
の
文
章
と
『
歴
代

臣
鑑
』
及
び
『
祥
刑
要
覧
』
の
文
章
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、『
祥
刑

要
覧
』
の
「
其
治
復
放
河
内
。」
の
文
は
、
王
温
舒
が
元
狩
四
年
に
中
尉

と
な
っ
た
時
の
記
述
で
あ
り
、「
善
謟
事
有
勢
者
。」
か
ら
「
其
吏
多
以
権

貴
富
。」
ま
で
の
文
章
は
、
元
鼎
四
年
に
再
び
中
尉
と
な
っ
た
時
の
記
述

で
あ
り
、「
会
宛
軍
発
。」
か
ら
終
り
ま
で
の
文
章
は
、
元
封
六
年
に
中
尉

を
兼
任
し
た
時
の
記
述
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

第
四
節

索
元
礼

岩
村
藩
刊
本
の
第
三
十
丁
裏
第
三
行
か
ら
第
六
行
ま
で
を
第
四
節
と
す

る
。
こ
の
部
分
は
『
歴
代
臣
鑑
』
の
写
し
で
は
な
い
。

【和
訳
】

唐
の
索
元
礼
は
、
生
ま
れ
つ
き
残
忍
で
あ
っ
た
。
徐
敬
業
が
挙
兵
す
る

と
（
徐
敬
業
は
英
国
公
李
勣
（
本
姓
は
徐
氏
。）
の
孫
。
嗣
聖
元
年
（
六

八
四
）
九
月
、
中
宗
の
復
位
を
求
め
て
、
揚
州
に
拠
っ
て
挙
兵
し
た
。）、

武
后
は
、
大
獄
を
起
こ
し
て
、
自
分
を
認
め
な
い
者
を
排
除
し
よ
う
と
思

い
、
た
だ
ち
に
元
礼
を
取
り
調
べ
の
使
者
に
抜
擢
し
た
。
元
礼
は
、
鉄
籠

な
ど
の
拷
問
器
具
を
作
り
、
一
人
の
囚
人
を
訊
問
す
る
ご
と
に
、
徹
底
的

に
追
究
し
、
呼
び
出
さ
れ
た
関
係
者
が
数
百
人
に
至
っ
て
も
、
ま
だ
取
り

調
べ
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
故
に
死
刑
の
判
決
を
下
す
こ
と

が
最
も
多
か
っ
た
。
後
に
、
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
理
由
で
捕
え
ら

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
十
二
）

三

(五
七
〇
)



れ
、
獄
吏
に
訊
問
さ
れ
た
が
、
罪
を
認
め
な
か
っ
た
。
獄
吏
が
「
あ
な
た

の
鉄
籠
を
持
っ
て
来
ま
す
。」
と
言
う
と
、
元
礼
は
罪
を
認
め
た
。
獄
中

で
死
ん
だ
。

【原
文
】

唐
索
元
礼
、
天
性
残
忍
。
徐
敬
業
兵
興
。
武
后
欲
因
大
獄
去
異
己
者
、

即
擢
元
礼
為
推
使
。
作
鉄
籠
等
囚
具
。
毎
訊
一
囚
、
窮
根
柢
（「
柢
」
は

も
と
「
抵
」
に
作
る
。『
新
唐
書
』
巻
二
〇
九
、『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
二

に
従
っ
て
改
め
た
。）、
相
牽
聯
至
数
百
、
未
能
訖
。
故
論
殺
最
多
。
後
以

受
賕
收
下
吏
。
不
服
。
吏
曰
、
取
公
鉄
籠
来
。
元
礼
服
罪
。
死
獄
中
。

（
以
上
、
第
三
十
丁
裏
第
三
行
か
ら
第
六
行
。）

【訓
読
】

唐
の
索
元
礼
は
、
天
性
残
忍
な
り
。
徐
敬
業
の
兵
興
る
。
武
后
、
大
獄

に
因
り
、
己
に
異
な
る
者
を
去
ら
ん
と
欲
し
、
即
ち
元
礼
を
擢
し
て
推
使

と
為
す
。
鉄
籠
等
の
囚
具
を
作
る
。
一
囚
を
訊
す
る
ご
と
に
、
根
柢
を
窮

め
、
相
い
牽
聯
し
、
数
百
に
至
り
、
未
だ
訖
う
る
能
わ
ず
。
故
に
論
殺
最

も
多
し
。
後
、
賕
を
受
く
る
を
以
て
、
收と

ら

え
て
吏
に
下
す
。
服
せ
ず
。
吏

曰
く
、
公
の
鉄
籠
を
取
り
来
た
ら
ん
、
と
。
元
礼
、
罪
に
服
す
。
獄
中
に

死
す
。

索
元
礼
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
六
上
、
酷
吏
伝
上
、『
新
唐
書
』
巻
二

〇
九
、
酷
吏
伝
に
伝
が
あ
る
。『
祥
刑
要
覧
』
の
こ
の
文
章
は
『
新
唐
書
』

酷
吏
伝
、
索
元
礼
の
項
の
文
章
を
抜
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
。「
鉄
籠
」

に
つ
い
て
は
、『
新
唐
書
』
同
伝
同
項
に
「
鉄
籠
を
作
り
、
囚
の
首
を

し
、
加
う
る
に
楔
を
以
て
す
。
脳
、
裂
け
て
、
死
す
る
に
至
る
。」
と
記

さ
れ
て
い
る
。「

カ
ク

」
は
急
束
の
意
味
で
あ
る
（『
漢
語
大
詞
典
』）。

第
五
節

来
俊
臣

岩
村
藩
刊
本
の
第
三
十
丁
裏
第
七
行
か
ら
第
三
十
一
丁
表
第
四
行
ま
で

を
第
五
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
『
歴
代
臣
鑑
』
巻
三
十
三
、
悪
可
為
戒
、

唐
、
来
俊
臣
、
及
び
『
新
唐
書
』
巻
二
〇
九
、
酷
吏
伝
、
来
俊
臣
の
項
か

ら
の
抜
書
き
で
あ
る
。

【和
訳
】

来
俊
臣
は
、
生
ま
れ
つ
き
残
忍
で
あ
っ
た
。
天
授
年
間
（
六
九
〇
～
六

九
二
）
に
侍
御
史
に
抜
擢
さ
れ
た
。
詔
獄
（
皇
帝
の
命
令
で
行
わ
れ
る
裁

判
）
を
裁
い
て
、
最
も
武
后
の
旨
に
か
な
っ
た
。
群
臣
を
脅
圧
し
、
前
後
、

千
餘
族
を
皆
殺
し
に
し
た
。
平
生
、
ほ
ん
の
小
さ
な
罪
を
犯
し
た
だ
け
で
、

皆
、
死
刑
に
し
た
。
左
肅
政
台
御
史
中
丞
に
任
じ
ら
れ
た
。
ひ
そ
か
に
不

関
法

第
七
二
巻
二
号
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六
九
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逞
の
徒
を
そ
そ
の
か
し
て
、
噂
話
を
流
し
て
、
高
位
高
官
を
中
傷
さ
せ
、

謀
反
を
告
発
さ
せ
た
。
一
事
が
告
発
さ
れ
る
ご
と
に
、
そ
の
た
び
に
千
里

離
れ
た
場
所
で
同
時
に
同
じ
事
が
告
発
さ
れ
た
。
告
発
の
内
容
を
照
ら
し

合
わ
せ
る
と
、
違
い
が
な
か
っ
た
。
当
時
の
人
は
こ
の
有
り
様
を
羅
織

（
う
す
ぎ
ぬ
の
織
物
）
と
呼
ん
だ
。

来
俊
臣
は
、
囚
人
を
取
り
調
べ
る
時
は
、
罪
の
軽
重
に
関
わ
り
な
く
、

皆
、
醯す

を
鼻
に
注
ぎ
、
地
面
を
掘
っ
て
牢
を
作
り
、
あ
る
い
は
、
大
小
便

の
中
で
寝
さ
せ
、
あ
る
い
は
、
食
糧
を
絶
っ
た
。
囚
人
は
、
死
ぬ
の
で
な

け
れ
ば
、
終
い
ま
で
出
獄
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
俊
臣
は
、
群
臣

が
自
分
を
排
斥
し
よ
う
と
し
な
い
の
を
知
っ
た
の
で
、
異
図
を
抱
き
、
常

に
自
分
を
石
勒
（
後
趙
の
高
祖
。
二
七
四
～
三
三
三
）
に
な
ぞ
ら
え
た
。

武
氏
の
族
人
が
共
に
俊
臣
の
罪
を
証
言
し
た
。
詔
が
下
さ
れ
、
洛
陽
の
西

市
で
斬
刑
に
処
さ
れ
た
。
人
々
は
皆
、
祝
賀
し
て
、
争
っ
て
目
を
え
ぐ
り
、

肝
を
か
き
出
し
、
そ
の
肉
を
塩
漬
け
に
し
、
馬
に
そ
の
骨
を
踏
ま
せ
、
原

形
を
無
く
し
た
。

【原
文
】

来
俊
臣
、
天
資
残
忍
。
天
授
中
、
擢
侍
御
史
。
按
詔
獄
、
最
（『
新
唐

書
』
巻
二
〇
九
、『
歴
代
臣
鑑
』
巻
三
十
三
は
「
最
」
を
「
数
」
に
作

る
。）
称
旨
。
脅
制
群
臣
、
前
後
夷
千
餘
族
。
生
平
有
纎
芥
、
皆
入
于
死
。

拜
左
台
御
史
中
丞
。
陰
嘯
不
逞
之
徒
（『
新
唐
書
』『
歴
代
臣
鑑
』
は
「
之

徒
」
を
「
百
輩
」
に
作
る
。）、
使
飛
語
誣
衊
公
卿
、
上
急
変
。
毎
擿
一
事
、

千
里
同
時
輒
発
、
契
験
不
差
。
時
號
為
羅
織
。
鞠
囚
、
不
問
軽
重
、
皆
注

醯
于
鼻
。
掘
地
為
牢
、
或
寝
以
矢
（『
新
唐
書
』『
歴
代
臣
鑑
』
は
「
矢
」

を
「
匽
（
ど
ぶ
）」
に
作
る
。）
溺
、
或
絶
其
粮
。
非
死
終
不
得
出
。
俊
臣

知
群
臣
不
敢
斥
己
、
乃
有
異
図
。
常
自
比
石
勒
。
諸
武
共
証
其
罪
。
有
詔
、

斬
西
市
。
人
皆
相
賀
、
争
抉
目
擿
肝
、
醢
其
肉
、
以
馬
踐
其
骨
、
無
餘
。

（
以
上
、
第
三
十
丁
裏
第
七
行
か
ら
第
三
十
一
丁
表
第
四
行
。）

【訓
読
】

来
俊
臣
は
、
天
資
残
忍
な
り
。
天
授
中
、
侍
御
史
に
擢
せ
ら
る
。
詔
獄

を
按
じ
、
最
も
旨
に
称
う
。
群
臣
を
脅
制
し
、
前
後
、
千
餘
族
を
夷
ぐ
。

生
平
、
纎
芥
有
ら
ば
、
皆
、
死
に
入
る
。
左
台
御
史
中
丞
に
拝
せ
ら
る
。

陰
か
に
不
逞
の
徒
を
嘯
し
、
飛
語
も
て
公
卿
を
誣
衊
し
、
急
変
を
上
げ
し

む
。
一
事
を
擿
す
る
ご
と
に
、
千
里
、
時
を
同
じ
く
し
て
輒
ち
発
す
。
契

験
す
る
に
差た

が

わ
ず
。
時
に
号
し
て
羅
織
と
為
す
。
囚
を
鞠
す
る
に
、
軽
重

を
問
わ
ず
、
皆
、
醯
を
鼻
に
注
ぐ
。
地
を
掘
り
て
牢
と
為
し
、
或
い
は
寝

ね
し
む
る
に
矢
溺
を
以
て
し
、
或
い
は
其
の
粮
を
絶
つ
。
死
す
る
に
非
ざ

れ
ば
、
終つ

い

に
出
づ
る
を
得
ず
。
俊
臣
、
群
臣
、
敢
て
己
を
斥
け
ざ
る
を
知

り
、
乃
ち
異
図
有
り
。
常
に
自
ら
を
石
勒
に
比
す
。
諸
武
、
共
に
其
の
罪
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を
証
す
。
詔
有
り
、
西
市
に
て
斬
せ
ら
る
。
人
皆
相
い
賀
し
、
争
い
て
目

を
抉
り
、
肝
を
擿
し
、
其
の
肉
を
醢

し
し
び
し
おに
し
、
馬
を
以
て
其
の
骨
を
踐
み
、

餘
り
無
か
ら
し
む
。

来
俊
臣
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
六
上
、
酷
吏
伝
上
、『
新
唐
書
』
巻
二

〇
九
、
酷
吏
伝
に
伝
が
あ
る
。『
旧
唐
書
』
巻
六
、
則
天
皇
后
本
紀
、
萬

歳
通
天
二
年
（
六
九
七
）
六
月
条
に
「
司
僕
少
卿
来
俊
臣
、
罪
を
以
て
誅

に
伏
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

第
六
節

周
興

岩
村
藩
刊
本
の
第
三
十
一
丁
表
第
五
行
か
ら
第
十
行
ま
で
を
第
六
節
と

す
る
。
こ
の
部
分
は
『
歴
代
臣
鑑
』
巻
三
十
三
、
悪
可
為
戒
、
唐
、
周
興
、

及
び
『
新
唐
書
』
巻
二
〇
九
、
酷
吏
伝
、
周
興
の
項
か
ら
の
抜
書
き
で
あ

る
。

【和
訳
】

周
興
は
、
尚
書
省
の
史
（
文
書
整
理
係
）
か
ら
、
昇
進
を
重
ね
て
秋
官

侍
郎
（
秋
官
は
尚
書
省
刑
部
。
侍
郎
は
次
官
。）
に
任
じ
ら
れ
た
。
し
ば

し
ば
詔
獄
を
断
決
し
、
法
律
を
非
常
に
厳
し
く
適
用
し
、
妄
り
に
数
千
人

を
死
刑
に
処
し
た
。
天
授
年
間
（
六
九
〇
～
六
九
二
）
に
、
あ
る
人
が
、

周
興
の
謀
反
を
告
発
し
た
。
武
后
は
来
俊
臣
に
詔
し
て
取
り
調
べ
さ
せ
た
。

当
初
、
周
興
は
自
分
が
告
発
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
俊
臣
と
向

か
い
合
っ
て
食
事
を
し
て
い
た
時
、
俊
臣
が
「
囚
人
は
罪
を
認
め
な
い
者

が
多
い
で
す
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。」
と
言
う
と
、
周
興
は

「
簡
単
で
す
。
囚
人
を
大
甕
に
入
れ
、
そ
の
周
り
で
炭
を
盛
ん
に
焼
け
ば
、

ど
ん
な
罪
状
で
も
認
め
ま
す
。」
と
答
え
た
。
俊
臣
は
、「
わ
か
り
ま
し

た
。」
と
言
っ
て
、
甕
を
運
ん
で
来
さ
せ
て
、
盛
ん
に
火
を
起
こ
し
、
お

も
む
ろ
に
周
興
に
言
っ
た
。「
詔
が
下
っ
て
、
あ
な
た
を
取
り
調
べ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
甕
に
入
っ
て
み
て
下
さ
い
。」
周
興
は
驚
い
て

汗
を
か
き
、
頭
を
地
面
に
た
た
き
つ
け
て
、
罪
を
認
め
た
。
武
后
は
詔
し

て
、
周
興
を
嶺
表
（
嶺
南
道
。
現
在
の
広
東
省
、
広
西
壮
族
自
治
区
の

地
。）
に
流
し
た
。
道
中
で
、
彼
を
か
た
き
と
す
る
人
に
殺
さ
れ
た
。

【原
文
】

周
興
、
自
尚
書
史
、
積
遷
秋
官
侍
郎
。
屢
決
制
獄
、
文
深
峭
、
妄
殺
数

千
人
。
天
授
中
、
或
告
興
謀
反
。
詔
来
俊
臣
鞠
状
。
初
興
未
知
被
（「
被
」

は
も
と
「
彼
」
に
作
る
。『
新
唐
書
』
巻
二
〇
九
、『
歴
代
臣
鑑
』
巻
三
十

三
、『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
巻
二
、
元
和
中
刊
本
に
従
っ
て
改
め
た
。）
告
。

方
対
俊
臣
食
。
俊
臣
曰
、
囚
多
不
伏
、
奈
何
。
興
曰
、
易
耳
。
納
之
大
甕
、

関
法

第
七
二
巻
二
号
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熾
炭
周
之
、
何
事
不
承
。
俊
臣
曰
、
善
。
取
（『
新
唐
書
』『
歴
代
臣
鑑
』

は
「
取
」
字
の
前
に
「
命
」
字
が
あ
る
。）
甕
、
且
熾
火
、
徐
謂
興
曰
、

有
詔
、
按
君
。
請
嘗
之
。
興
駭
汗
、
叩
頭
伏
罪
。
詔
竄
興
嶺
表
道
（「
竄

興
嶺
表
道
」
を
『
新
唐
書
』
は
「
宥
興
嶺
表
、
在
道
」
に
、『
歴
代
臣
鑑
』

は
「
宥
興
流
嶺
表
、
在
道
」
に
作
る
。）、
為
人
（『
新
唐
書
』『
歴
代
臣

鑑
』
は
「
人
」
字
の
前
に
「
讎
」
字
が
あ
る
。）
所
殺
。（
以
上
、
第
三
十

一
丁
表
第
五
行
か
ら
第
十
行
。）

【訓
読
】

周
興
は
、
尚
書
史
よ
り
、
積
み
て
秋
官
侍
郎
に
遷
る
。
屢
し
ば
制
獄
を

決
し
、
文
、
深
峭
に
し
て
、
妄
り
に
数
千
人
を
殺
す
。
天
授
中
、
或
ひ
と

興
の
謀
反
を
告
す
。
来
俊
臣
に
詔
し
て
状
を
鞠
せ
し
む
。
初
め
興
、
未
だ

告
せ
ら
る
る
を
知
ら
ず
。
方ま

さ

に
俊
臣
に
対
し
て
食
す
。
俊
臣
曰
く
、
囚
多

く
伏
せ
ず
。
奈
何

い
か
ん

せ
ん
。
と
。
興
曰
く
、
易
き
の
み
。
之
れ
を
大
甕
に
納

れ
、
炭
を
熾さ

か

ん
に
し
て
之
れ
に
周め

ぐ

ら
さ
ば
、
何
事
か
承
け
ざ
ら
ん
。
と
。

俊
臣
曰
く
、
善
し
、
と
。
甕
を
取
ら
し
め
、
且
つ
火
を
熾
ん
に
し
、
徐
ろ

に
興
に
謂
い
て
曰
く
、
詔
有
り
、
君
を
按
ず
。
請
う
、
之
れ
を
嘗こ

こ
ろみ
ん
。

と
。
興
、
駭
き
汗
し
、
叩
頭
し
て
罪
に
伏
す
。
詔
し
て
興
を
嶺
表
に
竄
す
。

道
に
（
在
り
て
）（
讎
）
人
の
殺
す
と
こ
ろ
と
為
る
。

周
興
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
六
上
、
酷
吏
伝
上
、『
新
唐
書
』
巻
二
〇

九
、
酷
吏
伝
に
伝
が
あ
る
。『
旧
唐
書
』
酷
吏
伝
、
周
興
の
項
に
「（
天

授
）
二
年
（
六
九
一
）
十
一
月
、（
中
略
）
獄
に
下
る
。
当
に
誅
す
べ
し
。

則
天
、
特
に
之
れ
を
免
じ
、
嶺
表
に
徙う

つ

す
。
道
に
在
り
て
讎
人
の
殺
す
と

こ
ろ
と
為
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

第
七
節

吉
温

岩
村
藩
刊
本
の
第
三
十
一
丁
裏
第
一
行
か
ら
第
六
行
ま
で
を
第
七
節
と

す
る
。
こ
の
部
分
は
『
新
唐
書
』
巻
二
〇
九
、
酷
吏
伝
、
吉
温
の
項
か
ら

の
抜
書
き
で
あ
る
。

【和
訳
】

吉
温
は
、
天
宝
年
間
（
七
四
二
～
七
五
六
）
の
初
め
、
京
兆
府
萬
年
県

の
尉
に
選
任
さ
れ
た
。
李
林
甫
（
開
元
二
十
二
年
（
七
三
四
）
五
月
か
ら

天
宝
十
一
載
（
七
五
二
）
十
一
月
に
歿
す
る
ま
で
宰
相
の
地
位
に
あ
っ

た
。）
が
、（
兵
部
の
）
銓
史
（
官
人
の
昇
進
を
判
断
す
る
た
め
の
成
績
書

類
を
作
成
す
る
令
史
。
令
史
は
文
書
作
成
係
。）
が
六
十
人
余
り
の
成
績

を
水
増
し
し
た
、
と
摘
発
し
た
。
玄
宗
皇
帝
は
、（
京
兆
府
と
）
御
史
に

命
じ
て
協
力
し
て
取
り
調
べ
さ
せ
た
。
何
日
経
っ
て
も
犯
罪
事
実
を
得
る

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
（
十
二
）

七

(五
六
六
)



こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
吉
温
が
助
け
て
訊
問
す
る
と
、
そ
の
日
の
う
ち

に
犯
罪
事
実
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
李
林
甫
は
吉
温
を
有
能
と
評
価
し

た
。
李
林
甫
は
長
年
に
渡
っ
て
宰
相
の
地
位
に
あ
っ
た
。
ひ
そ
か
に
大
事

件
を
構
成
し
て
、
自
分
に
従
わ
な
い
者
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
。
吉
温
を

引
き
入
れ
て
門
客
と
し
、
羅
希
奭セ

キ

（
酷
吏
の
一
人
）
と
共
に
詔
獄
の
被
告

人
に
対
し
て
無
理
な
取
り
調
べ
を
行
わ
せ
た
。
二
人
は
勉
め
て
残
虐
な
取

り
調
べ
を
行
い
、「
羅
鉗
（
鉗
は
首
か
せ
。）
吉
網
」
と
呼
ば
れ
た
。
高
位

高
官
は
、
二
人
を
見
る
と
、
口
を
閉
ざ
し
た
。
吉
温
は
後
に
、
罪
を
犯
し

た
と
さ
れ
て
、
端
溪
県
（
現
在
の
広
東
省
徳
慶
県
）
の
尉
に
左
遷
さ
れ
た
。

使
者
が
遣
わ
さ
れ
、
吉
温
を
左
遷
先
で
殺
し
た
。

【原
文
】

吉
温
、
天
宝
初
、
調
萬
年
尉
。
李
林
甫
擿
銓
吏
（『
新
唐
書
』
巻
二
〇

九
は
「
吏
」
を
「
史
」
に
作
る
。）
偽
選
六
十
餘
人
。
帝
命
御
史
（『
新
唐

書
』
は
「
命
」
と
「
御
史
」
と
の
間
に
「
京
兆
与
」
三
字
が
あ
る
。）
雑

治
。
累
日
情
不
得
。
温
佐
訊
。
日
中
獄
具
。
林
甫
以
為
能
。
林
甫
久
当
国
。

陰
搆
大
獄
、
除
不
附
己
者
。
引
温
居
門
下
、
与
羅
希
奭
、
推
（『
新
唐
書
』

は
「
推
」
を
「
椎
」
に
作
る
。）
鍛
詔
獄
、
相
勉
以
虐
。
號
羅
鉗
吉
網
。

公
卿
見
者
、
莫
敢
耦
語
。
後
以
罪
貶
端
溪
尉
。
遣
使
殺
于
貶
所
。（
以
上
、

第
三
十
一
丁
裏
第
一
行
か
ら
第
六
行
。）

【訓
読
】

吉
温
は
、
天
宝
の
初
め
、
萬
年
の
尉
に
調
せ
ら
る
。
李
林
甫
、
銓
吏
の
、

六
十
餘
人
を
偽
選
す
る
を
擿
す
。
帝
、（
京
兆
と
）
御
史
に
命
じ
て
雑
治

せ
し
む
。
累
日
、
情
、
得
ず
。
温
、
佐
訊
す
。
日
中
に
獄
、
具
す
。
林
甫

以
て
能
と
為
す
。
林
甫
久
し
く
国
に
当
た
る
。
陰
か
に
大
獄
を
搆
え
、
己

に
附
か
ざ
る
者
を
除
か
ん
と
す
。
温
を
引
き
て
門
下
に
居
ら
し
め
、
羅
希

奭
と
と
も
に
詔
獄
を
推
鍛
せ
し
む
。
相
い
勉
む
る
に
虐
を
以
て
し
、
羅
鉗

吉
網
と
号
せ
ら
る
。
公
卿
の
見
る
者
、
敢
え
て
耦
語
す
る
莫
し
。
後
、
罪

を
以
て
端
溪
の
尉
に
貶
せ
ら
る
。
使
を
遣
わ
し
て
貶
所
に
て
殺
す
。

吉
温
は
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
六
下
、
酷
吏
伝
下
、『
新
唐
書
』
巻
二
〇

九
、
酷
吏
伝
に
伝
が
あ
る
。

｢李
林
甫
、
銓
吏
の
、
六
十
餘
人
を
偽
選
す
る
を
擿
す
。」
と
あ
る
「
銓

吏
」
は
、
兵
部
の
銓
史
で
あ
る
。『
新
唐
書
』
酷
吏
伝
、
吉
温
の
項
に

「
林
甫
と
李
適
之
・
張
垍
と
隙
有
り
。
適
之
、
兵
部
を
領
す
。
而
し
て
垍

の
兄
の
均
、（
兵
部
）
侍
郎
た
り
。
林
甫
、
密
か
に
吏
を
遣
わ
し
て
、
其

の
銓
史
の
、
六
十
餘
人
を
偽
選
す
る
を
擿
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

｢後
、
罪
を
以
て
端
溪
の
尉
に
貶
せ
ら
る
。
使
を
遣
わ
し
て
貶
所
に
て

殺
す
。」
と
あ
り
、『
祥
刑
要
覧
』
は
、
吉
温
が
「
貶
所
」
即
ち
端
溪
県
で
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殺
さ
れ
た
、
と
記
す
が
、『
新
唐
書
』
酷
吏
伝
、
吉
温
の
項
に
は
、
吉
温

は
、
羅
希
奭
が
太
守
で
あ
る
始
安
郡
（
治
所
は
現
在
の
広
西
壮
族
自
治
区

桂
林
市
。）
で
殺
さ
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
旧
唐
書
』
巻
九
、
玄
宗

本
紀
、
天
宝
十
四
載
（
七
五
五
）
十
一
月
戊
午
朔
条
に
「
始
寧マ

マ

太
守
羅
希

奭
、
張
博
済
を
停
止
す
る
を
以
て
、
決
杖
せ
ら
れ
て
死
す
。
吉
温
、
獄
に

自
縊
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

第
八
節

蔡
確

岩
村
藩
刊
本
の
第
三
十
一
丁
裏
第
七
行
か
ら
第
三
十
二
丁
表
第
八
行
ま

で
を
第
八
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
『
歴
代
臣
鑑
』
巻
三
十
五
、
悪
可
為

戒
、
宋
、
蔡
確
、
及
び
『
宋
史
』
巻
四
七
一
、
姦
臣
伝
、
蔡
確
の
項
か
ら

の
抜
書
き
で
あ
る
。

【和
訳
】

宋
の
蔡
確
（
一
〇
三
七
～
一
〇
九
三
）
は
、
邠
州
（
治
所
は
現
在
の
陝

西
省
彬
県
。）
の
司
理
参
軍
（
推
鞫
を
掌
る
。）
と
な
り
、
監
察
御
史
裏
行

（「
裏
行
」
は
見
習
い
の
意
味
。）
に
昇
進
し
た
。（
羌
族
を
破
っ
て
）
熙
河

路
（
現
在
の
甘
粛
省
に
含
ま
れ
る
地
域
に
当
た
る
行
政
区
域
）
を
建
て
た

王
韶シ

ョ
ウ（
一
〇
三
〇
～
一
〇
八
一
。『
宋
史
』
巻
三
二
八
に
伝
が
あ
る
。）
の

罪
を
、
王
安
石
の
意
に
迎
合
し
て
、
無
罪
と
し
た
。
御
史
知
雑
事
に
昇
進

し
た
。
知
制
誥
（
詔
勅
文
の
起
草
を
掌
る
。）
の
熊
本
（
元
祐
六
年
（
一

〇
九
一
）
歿
。）
を
弾
劾
し
て
、
熊
本
に
代
わ
っ
て
知
制
誥
に
任
じ
ら
れ

た
。
皇
城
司
の
兵
卒
を
無
理
に
取
り
調
べ
て
、
犯
罪
事
実
が
認
定
さ
れ
た

（
原
文
。
煅
࿃
皇
城
卒
、
獄
成
。
呉
訥
が
『
宋
史
』
の
文
を
誤
読
し
て

作
っ
た
文
で
あ
り
、「
皇
城
卒
」
が
被
告
人
と
さ
れ
て
取
り
調
べ
ら
れ
た

の
で
は
な
い
。）。
そ
の
結
果
、
御
史
中
丞
の
鄧
潤
甫
（
一
〇
二
七
～
一
〇

九
四
）
が
罪
を
得
て
、
蔡
確
が
御
史
中
丞
の
地
位
を
得
た
。

太
学
生
（
の
虞
蕃
）
が
学
官
を
訴
え
た
。
蔡
確
は
、
学
官
の
不
正
を
深

く
探
り
、
翰
林
学
士
の
許
将
（
一
〇
三
七
～
一
一
一
一
）
以
下
の
官
員
を

連
ね
て
呼
び
出
し
、
皆
、
逮
捕
し
て
、
か
せ
を
は
め
、
牢
獄
に
入
れ
た
。

獄
卒
に
命
じ
て
、
囚
人
と
一
緒
に
寝
さ
せ
、
あ
つ
も
の
や
飯
、
餅
や
肉
を

す
べ
て
一
つ
の
は
ち
の
中
に
入
れ
、
ひ
し
ゃ
く
で
か
き
混
ぜ
て
、
囚
人
に

分
け
与
え
て
食
べ
さ
せ
た
。
ま
る
で
犬
や
ぶ
た
に
食
べ
さ
せ
る
よ
う
で

あ
っ
た
。
長
い
間
、
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
た
ま
ま
で
、
尋
問
さ
れ
な
か
っ
た
。

幸
い
に
し
て
尋
問
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
認
め
な
い
事
が
一
つ
も

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
蔡
確
は
参
知
政
事
（
副
宰
相
）
の
元
絳
（
一
〇
〇

八
～
一
〇
八
三
）
を
弾
劾
し
、
元
絳
は
、
罷
免
さ
れ
て
、
亳ハ

ク

州
（
治
所
は

現
在
の
安
徽
省
亳
州
市
。）
の
知
事
に
転
出
し
た
。
蔡
確
は
今
度
も
代

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
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わ
っ
て
参
知
政
事
の
地
位
に
就
い
た
。

蔡
確
は
、
知
制
誥
、
御
史
中
丞
、
参
知
政
事
を
歴
任
し
た
が
、
そ
れ
ら

の
地
位
は
皆
、
人
の
罪
を
告
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
の
地
位
を
奪
っ

て
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
士
大
夫
（
官
僚
、
退
職
官
僚
、
及
び
科
挙
の
受

験
生
。
読
書
人
、
有
識
者
。）
が
口
を
そ
ろ
え
て
非
難
し
た
け
れ
ど
も
、

蔡
確
は
自
分
で
は
、
う
ま
く
行
っ
た
と
思
っ
て
い
た
。
元
豊
年
間
（
五
年
。

一
〇
八
二
）
に
尚
書
右
僕
射
（
宰
相
）
に
任
じ
ら
れ
た
。
し
ば
し
ば
、
大

勢
の
士
大
夫
を
被
告
人
と
す
る
裁
判
を
起
こ
し
た
の
で
、
士
大
夫
は
び
く

び
く
し
な
が
ら
過
ご
し
た
。
ひ
そ
か
に
章
惇
（
一
〇
三
五
～
一
一
〇
五
。

姦
臣
の
一
人
。）、
邢
恕
（
姦
臣
の
一
人
）
と
相
談
し
て
邪
謀
（
神
宗
の
後

嗣
を
め
ぐ
る
陰
謀
）
を
立
て
た
。
宣
仁
太
皇
太
后
（
英
宗
の
皇
后
、
神
宗

の
母
、
哲
宗
の
祖
母
）
を
誣
謗
し
、
英
州
（
治
所
は
現
在
の
広
東
省
英
徳

県
。）
の
別
駕
（
次
官
）
に
左
遷
さ
れ
た
。
新
州
（
治
所
は
現
在
の
広
東

省
新
興
県
。）
に
移
さ
れ
、
そ
の
地
で
死
ん
だ
。
史
官
は
蔡
確
の
伝
を
姦

臣
伝
に
入
れ
た
。

【原
文
】

宋
蔡
確
、
為
邠
州
司
理
参
軍
、
遷
御
史
裏
行
。
希
王
安
石
意
、
出
熙
河

王
韶
罪
。
遷
御
史
知
雑
。
劾
知
制
誥
熊
本
、
代
為
知
制
誥
。
煅
࿃
皇
城
卒
、

獄
成
。
中
丞
鄧
潤
甫
、
由
是
得
罪
、
而
確
得
中
丞
。
太
学
生
訟
学
官
。
確

深
探
其
獄
、
連
引
学
士
許
将
以
下
、
皆
逮
捕
械
繋
。
令
獄
卒
与
同
寝
処
。

凡
羹
飯
餅
胾
、
置
一
盆
中
、
以
杓
混
攪
、
分
飼
之
、
如
犬
豕
。
久
繋
不
問
、

幸
而
得
問
、
無
一
不
承
。
遂
劾
参
知
政
事
元
絳
（「
絳
」
は
も
と
「
降
」

に
作
る
。『
宋
史
』
巻
四
七
一
、『
歴
代
臣
鑑
』
巻
三
十
五
、『
重
刊
祥
刑

要
覧
』
巻
二
に
従
っ
て
改
め
た
。）、
出
知
亳
（「
亳ハ

ク

」
は
も
と
誤
っ
て

「
毫ゴ

ウ

」
に
作
る
。）
州
、
復
代
其
位
。
確
歴
知
制
誥
中
丞
参
政
、
皆
以
起
獄
、

奪
人
位
而
居
之
。
士
大
夫
交
口
咄
詈
（『
宋
史
』『
歴
代
臣
鑑
』『
重
刊
祥

刑
要
覧
』
は
「
詈
」
を
「
罵
」
に
作
る
。）、
而
確
自
為
得
計
。
元
豊
中
、

拜
右
僕
射
。
屢
興
羅
織
之
獄
。
士
大
夫
重
足
而
立
。
陰
与
章
惇
邢
恕
、
会

造
（『
宋
史
』『
重
刊
祥
刑
要
覧
』
は
「
会
造
」
を
「
合
志
」
に
作
る
。）

邪
謀
。
誣
謗
宣
仁
后
、
貶
英
州
別
駕
、
改
新
州
。
死
于
貶
所
。
史
入
姦
臣

伝
。（
以
上
、
第
三
十
一
丁
裏
第
七
行
か
ら
第
三
十
二
丁
表
第
八
行
。）

【訓
読
】

宋
の
蔡
確
、
邠
州
の
司
理
参
軍
と
為
り
、
御
史
裏
行
に
遷
る
。
王
安
石

の
意
を
希も

と

め
、
熙
河
の
王
韶
の
罪
を
出
だ
す
。
御
史
知
雑
に
遷
る
。
知
制

誥
の
熊
本
を
劾
し
、
代
わ
り
て
知
制
誥
と
為
る
。
皇
城
の
卒
を
煅
࿃
し
、

獄
成
る
。
中
丞
の
鄧
潤
甫
、
是
れ
に
由
り
罪
を
得
て
、
確
、
中
丞
を
得
た

り
。
太
学
生
、
学
官
を
訟
う
。
確
、
深
く
其
の
獄
を
探
り
、
学
士
の
許
将

以
下
を
連
引
す
。
皆
、
逮
捕
械
繋
せ
ら
る
。
獄
卒
を
し
て
与
に
寝
処
を
同
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じ
く
せ
し
む
。
凡
そ
羹
飯
餅
胾
を
一
盆
中
に
置
き
、
杓
を
以
て
混
攪
し
、

分
か
ち
て
之
れ
を
飼や

し
なう
こ
と
犬
豕
の
如
し
。
久
し
く
繋
ぎ
て
問
わ
ず
。
幸

い
に
し
て
問
わ
る
る
を
得
れ
ば
、
一
つ
と
し
て
承
け
ざ
る
無
し
。
遂
に
参

知
政
事
の
元
絳
を
劾
し
て
、
出
だ
し
て
亳
州
を
知
せ
し
め
、
復
た
其
の
位

に
代
わ
る
。
確
、
知
制
誥
、
中
丞
、
参
政
を
歴
る
は
、
皆
、
獄
を
起
こ
す

を
以
て
、
人
の
位
を
奪
い
て
之
れ
に
居
る
。
士
大
夫
、
口
を
交
え
て
咄
詈

す
れ
ど
も
、
確
は
自
ら
計
を
得
た
り
と
為
す
。
元
豊
中
、
右
僕
射
に
拜
せ

ら
る
。
屢し

ば
しば
羅
織
の
獄
を
興
こ
す
。
士
大
夫
、
足
を
重
ね
て
立
つ
。
陰
か

に
章
惇
・
邢
恕
と
会
し
、
邪
謀
を
造
る
。
宣
仁
后
を
誣
謗
し
、
英
州
の
別

駕
に
貶
せ
ら
る
。
新
州
に
改
め
ら
れ
、
貶
所
に
死
す
。
史
、
姦
臣
伝
に
入

る
。｢王

安
石
の
意
を
希
め
、
熙
河
の
王
韶
の
罪
を
出
だ
す
。」
と
あ
る
。

『
宋
史
』
巻
四
七
一
、
姦
臣
伝
、
蔡
確
の
項
に
は
「
王
韶
、
熙
河
を
開
き
、

多
く
公
銭
を
貸か

る
。
秦
帥
の
郭
逵
、
其
の
罪
を
劾
す
。
詔
し
て
杜
純
を
し

て
鞫
治
せ
し
め
、
実
を
得
た
り
。（
王
）
安
石
、
其
の
牘
を
卻
け
、
更
め

て
確
を
遣
わ
す
。
確
、
意
を
希
め
て
、
韶
を
直
と
す
。
逵
・
純
、
譴
を
獲

た
り
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
蔡
確
が
王
韶
の
取
り
調
べ
に
派
遣
さ
れ
た

の
は
、
熙
寧
五
年
（
一
〇
七
二
）
七
月
で
あ
る
（『
続
資
治
通
鑑
長
編
』

巻
二
三
五
、
熙
寧
五
年
七
月
戊
子
条
、
同
書
巻
二
四
〇
、
同
年
十
一
月
癸

亥
条
注
）。

｢知
制
誥
の
熊
本
を
劾
し
、
代
わ
り
て
知
制
誥
と
為
る
。」
と
あ
る
。

『
続
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
八
六
、
熙
寧
十
年
（
一
〇
七
七
）
十
二
月
甲

午
条
に
「
右
正
言
・
直
集
賢
院
・
兼
侍
御
史
知
雑
事
の
蔡
確
を
知
制
誥
と

す
。」、
同
書
巻
二
八
七
、
元
豊
元
年
（
一
〇
七
八
）
正
月
己
巳
条
に
「
刑

部
員
外
郎
・
知
制
誥
の
熊
本
、
知
制
誥
を
落
と
し
て
屯
田
員
外
郎
と
為
し
、

西
京
を
分
司
せ
し
む
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
宋
史
』
姦
臣
伝
、
蔡
確
の

項
に
は
「
范
子
淵
の
、
浚
河
の
役
に
、
知
制
誥
の
熊
本
、
按
行
し
て
以
て

是
に
非
ず
と
為
し
、
子
淵
の
訟
う
る
と
こ
ろ
と
為
る
。
確
は
、
本
、
文
彦

博
に
附
す
、
と
劾
し
、
之
れ
を
黜
せ
し
む
。
代
わ
り
て
知
制
誥
・
知
諫
院

兼
判
司
農
寺
と
為
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

｢皇
城
の
卒
を
煅
࿃
し
、
獄
成
る
。
中
丞
の
鄧
潤
甫
、
是
れ
に
由
り
罪

を
得
て
、
確
、
中
丞
を
得
た
り
。」
と
あ
る
。『
宋
史
』
姦
臣
伝
、
蔡
確
の

項
に
は
「
開
封
、
相
州
民
の
訟
を
鞫
す
。（
中
略
）
遂
に
御
史
台
に
移
す
。

時
に
獄
、
皇
城
の
卒
よ
り
起
こ
る
。
事
、
多
く
讎あ

た

ら
ず
。
中
丞
の
鄧
潤
甫
、

御
史
の
上
官
均
、
之
れ
を
按
ず
る
に
、
府
獄
と
同
じ
。（
中
略
）
確
、
鍛

鍊
し
て
獄
を
為つ

く

る
。
潤
甫
・
均
、
制
す
る
能
わ
ず
、
密
か
に
、
確
、
諸
囚

を
惨
掠
す
、
と
奏
す
。
確
、
之
れ
を
伺
い
知
り
、
即
ち
に
、
二
人
、
有
罪

呉
訥
撰
・
若
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を
庇
う
、
と
劾
す
。（
中
略
）
是
れ
に
由
り
、
潤
甫
・
均
、
皆
、
罷
せ
ら

る
。
而
し
て
確
、
中
丞
を
得
た
り
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
蔡
確
が
鄧
潤

甫
に
代
わ
っ
て
御
史
中
丞
と
な
っ
た
の
は
、
元
豊
元
年
四
月
で
あ
る

（『
長
編
』
巻
二
八
九
、
同
年
同
月
乙
卯
条
）。

｢太
学
生
、
学
官
を
訟
う
。」
と
あ
る
。『
宋
史
』
姦
臣
伝
、
蔡
確
の
項

に
は
「
太
学
生
の
虞
蕃
、
学
官
を
訟
う
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
虞
蕃
が

上
書
し
て
太
学
の
講
官
を
訟
え
た
の
は
、
元
豊
元
年
十
二
月
で
あ
る

（『
長
編
』
巻
二
九
五
、
同
年
同
月
乙
巳
条
）。

｢獄
卒
を
し
て
与
に
寝
処
を
同
じ
く
せ
し
む
。
云
々
」
と
あ
る
。『
長

編
』
巻
二
八
九
、
元
豊
元
年
四
月
乙
卯
条
に
、「
此
れ
司
馬
記
聞
（
司
馬

光
『
涑
水
記
聞
』）
に
拠
る
。」
と
注
記
し
て
、「
凡
そ
朝
士
の
、
獄
に
繋

が
る
る
者
は
、（
蔡
）
確
、
獄
卒
を
し
て
之
れ
と
室
を
同
じ
く
し
て
処
り
、

蓆
を
同
じ
く
し
て
寝
ね
し
め
、
飲
食
旋
溷
、
共
に
一
室
に
在
ら
し
む
。
大

盆
を
前
に
置
き
、
凡
そ
饋
食
す
る
者
は
、
羹
飯
餅
餌
、
悉
く
其
の
中
に
投

じ
、
杓
を
以
て
匀
攪
し
、
之
れ
に
分
飼
す
る
こ
と
犬
豕
の
如
し
。
置
き
て

問
わ
ず
。
故
に
繋
が
る
る
者
、
幸
い
に
其
の
問
わ
る
る
を
得
れ
ば
、
罪
の

承
け
ざ
る
無
し
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
、
現
在
伝
わ
っ
て

い
る
『
涑
水
記
聞
』
の
中
に
は
存
在
し
な
い
（
鄧
広
銘
・
張
希
清
点
校

『
涑
水
記
聞
』
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
。
三
四
六
頁
）。
こ
の
文
章
は
、

『
長
編
』
で
は
、
太
学
生
が
学
官
を
訴
え
た
事
件
で
は
な
く
、
鄧
潤
甫
が

罪
を
得
た
事
件
を
記
す
文
章
に
繋
げ
ら
れ
て
い
る
。

｢遂
に
参
知
政
事
の
元
絳
を
劾
し
て
、
出
だ
し
て
亳
州
を
知
せ
し
め
、

復
た
其
の
位
に
代
わ
る
。」
と
あ
る
。
蔡
確
が
元
絳
に
代
わ
っ
て
参
知
政

事
と
な
っ
た
の
は
、
元
豊
二
年
（
一
〇
七
九
）
五
月
で
あ
る
（『
長
編
』

巻
二
九
八
、
同
年
同
月
甲
申
条
・
戊
子
条
）。

｢宣
仁
后
を
誣
謗
し
、
英
州
の
別
駕
に
貶
せ
ら
る
。
新
州
に
改
め
ら
れ
、

貶
所
に
死
す
。」
と
あ
る
。『
長
編
』
巻
四
二
七
、
元
祐
四
年
（
一
〇
八

九
）
五
月
丁
亥
条
に
「
詔
し
て
蔡
確
に
英
州
別
駕
を
責
授
し
、
新
州
に
安

置
せ
し
む
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
祥
刑
要
覧
』
に
は
「
改
新
州
」
と
あ

る
が
、
英
州
か
ら
新
州
に
移
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
英
州
別
駕
の
肩
書
を

与
え
ら
れ
て
、
英
州
よ
り
南
の
、
海
に
近
い
新
州
に
流
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
長
編
』
同
条
に
拠
れ
ば
、
宰
相
の
呂
大
防
や
副
宰
相
の
劉
摯
ら
が
、
蔡

確
に
は
老
母
が
い
る
の
で
、
嶺
外
の
地
に
流
す
べ
き
で
な
い
、
と
意
見
を

述
べ
た
と
こ
ろ
、
宣
仁
太
皇
太
后
は
「
山
を
移
す
こ
と
が
で
き
て
も
、
こ

の
州
を
移
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
答
え
た
、
と
い
う
。
蔡
確
が
新
州

で
亡
く
な
っ
た
の
は
、
元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）
正
月
で
あ
る
（『
長
編
』

巻
四
八
〇
、
同
年
同
月
甲
申
条
）。
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